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第７章 財政計画 

（1）基本方針 

新市の財政計画は、合併後の 10 年間について、歳入・歳出の項目ごとに、過去

の実績や将来の見通し等を勘案して普通会計※１ベースで作成したものです。 

作成にあたっては、合併後の新市においても健全な財政運営を行うことを基本

として、合併による経費の削減効果、サービス水準の調整、行財政改革の推進、

国・県の財政支援措置、三位一体の改革※２の影響等を加味しながら、一定の条件

の下に算定を行いました。 

従って、新市においては、この計画を指針としながら、歳入・歳出それぞれに

ついて更に検討を加え、単年度ごとに堅実な財政運営を基調とした予算編成を行

い対応することとなります。 

 

（2）歳入 

① 地方税※３ 

過去の実績や人口の見通し等を踏まえ、現行税制度を基本とし、三位一体の

改革による改革提案※４を勘案して算定しています。 

 

② 地方譲与税・交付金※５ 

過去の実績等により算定しています。 

 

③ 地方交付税※６ 

現行の交付税制度を基本に、普通交付税の算定の特例（合併算定替※７）、合併

に係る追加措置※８、三位一体の改革による減額等を勘案して算定しています。 

 

④ 分担金・負担金※９ 

過去の実績等により算定しています。 

 

⑤ 使用料・手数料※10 

過去の実績等により算定しています。 

 

⑥ 国庫支出金・県支出金※11 

過去の実績等を基本に、合併に係る財政支援※12（合併市町村補助金・市町村

合併特例交付金）及び三位一体の改革による改革提案等を勘案して算定してい

ます。 
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⑦ 繰入金※13 

年度間の財源を調整するために財政調整基金※14などからの繰入金を見込んで

います。 

 

⑧ 地方債※15 

建設事業等の財源として、通常債、臨時財政対策債、減税補てん債及び合併

特例債等を見込んでいます。 

 

⑨ その他 

財産収入、寄附金、諸収入等を過去の実績等により算定しています。 

 

（3）歳出 

① 人件費※16 

合併に伴う特別職等の減及び退職者の補充の抑制などによる一般職の減等を

見込んでいます。 

 

② 扶助費※17 

過去の実績等を踏まえ、人口の見通しを勘案するとともに、合併に伴うサー

ビス水準調整による影響等を見込んでいます。 

 

③ 公債費※18 

平成 15 年度までに借り入れた地方債に係る償還予定額に、平成 16、17 年度

の借入に係る償還見込額、新市における借入に係る償還見込額を加えて見込ん

でいます。 

 

④ 物件費※19 

過去の実績等を踏まえ、合併による事務経費の削減効果や臨時的経費等を見

込んでいます。 

 

⑤ 維持補修費※20 

過去の実績等により算定し、行財政改革等による影響を見込んでいます。 

 

⑥ 補助費等※21 

過去の実績等により算定し、合併によるサービス水準調整、行財政改革等に
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よる影響を見込んでいます。 

 

⑦ 積立金※22 

合併後の新市振興のために創設する合併市町村振興基金（仮称）への積み立

て等を見込んでいます。 

 

⑧ 繰出金※23 

過去の実績等により算定し、特別会計・企業会計の見通しや行財政改革等を

勘案して見積もっています。 

 

⑨ 普通建設事業費※24 

新市まちづくり計画に基づく事業費及び経常的な普通建設事業を見込んでい

ます。 

 

⑩ その他 

投資及び出資，貸付金、諸支出金について過去の実績等により算定していま

す。 
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（4）財政計画 

単位：百万円 

前 期 計 画 後 期 計 画 

区   分 2005 年度

(H17) 

2006 年度

(H18) 

2007 年度

(H19) 

2008 年度

(H20) 

2009 年度

(H21) 

2010 年度

(H22) 

2011 年度

(H23) 

2012 年度

(H24) 

2013 年度

(H25) 

2014 年度

(H26) 

2015 年度 

(H27) 

地方税 9,016 8,988 8,978 8,968 8,959 8,951 8,943 8,933 8,905 8,893 8,890 

地方譲与税･交付金等 1,967 1,967 1,967 1,967 1,967 1,967 1,967 1,967 1,967 1,967 1,967 

地方交付税 8,071 8,510 8,539 8,058 7,753 7,894 7,425 7,205 7,264 7,104 7,055 

分担金・負担金 316 312 289 286 287 313 284 333 330 317 330 

使用料・手数料 1,195 1,184 1,187 1,190 1,193 1,196 1,196 1,196 1,196 1,196 1,196 

国庫支出金･県支出金 2,310 2,507 2,255 2,101 2,039 2,084 1,996 2,094 1,842 2,092 1,778 

繰入金 828 185 129 156 164 336 404 795 9 7 7 

地方債 3,446 6,106 4,190 3,576 3,242 2,514 2,273 2,117 1,926 2,258 2,712 

歳 
 
 

入 

その他 3,166 2,447 2,448 2,446 2,446 2,446 2,445 2,456 2,444 2,444 2,451 

歳 入 合 計 30,315 32,206 29,982 28,748 28,050 27,701 26,933 27,096 25,883 26,278 26,386 

 
注）交付金………利子割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、 

      交通安全対策特別交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金 

  その他………財産収入、寄附金、繰越金、諸収入 
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単位：百万円 

前 期 計 画 後 期 計 画 

区   分 2005 年度

(H17) 

2006 年度

(H18) 

2007 年度

(H19) 

2008 年度

(H20) 

2009 年度

(H21) 

2010 年度

(H22) 

2011 年度

(H23) 

2012 年度

(H24) 

2013 年度

(H25) 

2014 年度

(H26) 

2015 年度 

(H27) 

人件費 5,844 5,257 5,332 5,291 5,124 5,301 5,026 5,134 4,881 4,779 4,871 

扶助費 2,472 2,487 2,481 2,475 2,468 2,462 2,452 2,442 2,432 2,422 2,412 

公債費 4,804 4,915 5,357 5,195 5,055 5,699 5,646 5,603 5,513 5,042 4,893 

物件費 3,028 3,114 2,988 2,864 2,740 2,667 2,649 2,631 2,613 2,595 2,577 

維持補修費 274 269 263 258 253 249 246 242 239 236 234 

補助費等 4,255 4,144 4,045 3,948 3,854 3,747 3,668 3,591 3,515 3,442 3,427 

積立金 21 2,050 20 20 20 20 20 20 20 372 414 

繰出金 3,042 2,941 2,726 2,720 2,681 2,584 2,540 2,506 2,512 2,525 2,555 

普通建設事業費 4,919 5,391 5,149 4,371 4,266 3,399 3,130 3,389 2,636 3,361 3,498 

歳 
 
 

出 

その他 1,656 1,638 1,621 1,606 1,589 1,573 1,556 1,538 1,522 1,504 1,505 

歳 出 合 計 30,315 32,206 29,982 28,748 28,050 27,701 26,933 27,096 25,883 26,278 26,386 

 
注）その他………投資及び出資金、貸付金、諸支出金 
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財政用語解説 
 

項 目 説   明 

※１ 普通会計 普通会計とは、一般会計のほか、公営企業会計や事業を営む特別

会計以外の会計を合算した統計上の会計単位をいいます。 

※２ 三位一体の改革 政府が進めている国と地方を通じた税財政の改革のことで、 

・国庫補助負担金の廃止・縮減（国の市町村への関与を見直す） 

・税源移譲（国から市町村へ税金を移す） 

・地方交付税制度の改革（地方交付税総額を抑制） 

の 3 つを一体的に進めようとするものです。  

※３ 地方税 市町村において課税する税金で、個人市民税、法人市民税、固定

資産税、都市計画税、市たばこ税、軽自動車税、入湯税などがあ

ります。 

※４ 改革提案 三位一体の改革方針に対して地方６団体（全国知事会、全国都道

府県議会議長会、全国市長会、全国市議会議長会、全国町村会、

全国調町村議会議長会）が国に提示した改革案。 

第１期改革として平成 17・18 年度に盛り込まれた３兆円規模の補

助金削減及び税源移譲についての提案内容を反映しています。 

※５ 地方譲与税・交

付金 

地方譲与税は、手続上、国税として納税されている税金の全部又

は一部が、一定の基準で地方公共団体に譲与されるもので、地方

道路譲与税、自動車重量贈与税、所得譲与税などがあります。 

交付金は、国税、都道府県税及び収納金の全部又は一部が、一定

の基準で地方公共団体に交付されるもので、利子割交付金、地方

消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、地

方特例交付金、交通安全対策特別交付金などがあります。 

※６ 地方交付税 市町村が同じレベルの行財政運営を行えるよう必要な財源を保障

するために国税の一部を交付するもので、普通交付税と特別交付

税があります。 

※７ 合併算定替 市町村合併による行政経費削減には、ある程度の期間が必要なた

め、その緩和措置として、合併後の一定期間において新市が算定

した普通交付税額が、合併前の各市町村が別々に算定する場合の

交付税額の合算額を下回らないようにする特例のことをいいま

す。この合併算定替により、合併後 10 年間は増加額の 10 割が保

障され、その後５年間で段階的に縮減されます。 

※８ 合併に係る追加

措置 

合併には臨時的経費がかかるので、普通交付税として５年間、特

別交付税として３年間にわたって新市の地方交付税に加算されま

す。 

※９ 分担金・負担金 市町村が行う事業により利益を受ける者から、その利益の限度に

おいて徴収される収入金をいいます。 
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項 目 説   明 

※10 使用料・手数料 使用料とは、市町村の施設の利用をする場合の利用者からの徴収

金です。手数料とは行政サービスにおける人的サービスの対価と

して利用者から徴収する金銭をいいます。 

※11 国庫支出金・県

支出金 

市町村が行う事業について国や県が公益性を認めて、その事業実

施について交付する給付金をいいます。 

※12 合併に係る財政

支援 

市町村合併の円滑な推進を図るため、国から合併市町村補助金が

３年間交付されます。また、県から市町村合併特例交付金が 10 年

間交付されます。 

※13 繰入金 市町村における各会計間の金銭の移動にともなう収入金。特別会

計からの繰入金、基金からの繰入金などがあります。 

※14 財政調整基金 市町村の年度間における財源の不均衡を調整するための積立金

で、予期しない収入減少や災害等緊急時の支出増加等の財源とし

て使われます。 

※15 地方債 市町村が資金調達のためにする長期借入金で、公共施設等の建設

のために借り入れる通常債と、特例法により発行が認められてい

る減税補てん債、臨時財政対策債、過疎対策事業債、合併特例債

などがあります。 

※16 人件費 一般職、特別職、議員などの給与や報酬です。 

※17 扶助費 市町村が児童や高齢者、生活困窮者などを援助するための経費で

す。 

※18 公債費 市町村が借り入れた地方債などの元金と利子の償還額です。 

※19 物件費 市町村の施設維持や物品購入、外部委託などにあてられる経費で

す。 

※20 維持補修費 市町村が管理する公共用施設の機能の保全や補修のための費用で

す。 

※21 補助費等 外部団体などに対する補助金や負担金などの経費です。 

※22 積立金 財政調整や特定の目的により資金を積み立てるための経費です。 

合併市町村振興基金（仮称）とは合併特例債を使って新たに積み

立てる基金をいいます。 

※23 繰出金 市町村の他の会計への支出金です。 

※24 普通建設事業費 道路、公園、学校、保育所などの建設事業に関する経費です。 

 


